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監 査 報 告 第 ６ 号 

令 和 ２ 年 ７ 月 2 8 日 

 

大 牟 田 市 議 会 議 長    境   公  司  殿  

大 牟 田 市 長    関   好  孝   殿  

 

 

大 牟 田 市 監 査 委 員    中 原 修 作 

同           松 尾 哲 也 

 

 

財 政 援 助 団 体 等 監 査 の 結 果 に つ い て  

 

 

地 方 自 治 法 第 1 99 条 第 ７ 項 の 規 定 に 基 づ き 財 政 援 助 団 体 等 の 監 査 を 行 っ た

の で 、 同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ り 、 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 書 を 提 出 し ま す 。  

な お 、 本 監 査 及 び 報 告 は 大 牟 田 市 監 査 基 準 に 準 拠 し て い ま す 。  

 

１  監 査 の 種 類  財 政 援 助 団 体 等 の 監 査  

 

２  監 査 の 対 象  一 般 社 団 法 人  大 牟 田 観 光 協 会 （ 観 光 お も て な し 課 ）  

 

３  監査実施期間 

令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日 （ 金 ） か ら 令 和 ２ 年 ５ 月 31 日 （ 日 ） ま で  

 

４  監 査 対 象 の 事 項 及 び 範 囲   

財 政 的 援 助 等 に 係 る 令 和 元 年 度 の 出 納  

①  大 牟 田 市 観 光 振 興 等 支 援 補 助 金 に お け る 観 光 振 興 事 業 費

補 助 金 に 係 る も の  

②  大 牟 田 観 光 プ ラ ザ ･新 大 牟 田 駅 観 光 プ ラ ザ 指 定 管 理 料 （ 観

光 物 産 館 管 理 費 ） 等 に 係 る も の  

 

５  監 査 の 着 眼 点 （ 評 価 項 目 ）  

（ １ ） 補 助 金 等 の 目 的 は 明 確 で 、 か つ 公 益 上 の 必 要 性 は 十 分 か 。  

（ ２ ） 補 助 金 等 の 算 定 、 交 付 方 法 、 時 期 、 手 続 き 等 は 適 正 か 。  

（ ３ ） 所 管 部 局 に 提 出 さ れ た 決 算 書 、 事 業 実 績 報 告 等 に 誤 り は な

い か 。  

（ ４ ） 管 理 に 係 る 協 定 等 の 締 結 は 適 正 に 行 わ れ て い る か 。  
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（ ５ ） 施 設 は 、 協 定 等 に 基 づ き 適 正 に 管 理 さ れ て い る か 。  

（ ６ ） 管 理 に 係 る 収 支 会 計 経 理 は 適 正 に な さ れ て い る か 、 帳 簿 等

は 適 正 に 整 備 、 保 存 さ れ て い る か 。  

（ ７ ） 指 定 管 理 者 へ の モ ニ タ リ ン グ は 適 正 に 行 わ れ て い る か 。  

 

６  監 査 の 方 法 

監 査 対 象 団 体 及 び 当 該 団 体 の 所 管 部 局 に 対 し 、資 料 の 提 出 を 求

め る と と も に 、必 要 に 応 じ て 市 担 当 職 員 及 び 観 光 協 会 社 員 か ら の

事 情 説 明 を 受 け 、 監 査 を 実 施 し た 。  

監 査 に 当 た っ て は 、補 助 金 及 び 指 定 管 理 料 の 受 入 れ か ら 使 途 に

つ い て 、証 拠 書 類 で あ る 領 収 書 や 預 金 通 帳 、収 支 に 係 る 補 助 元 帳 、

出 入 金 伝 票 、 領 収 書 、 関 係 書 類 等 を 照 合 検 査 し 、 決 算 書 の 適 否 等

の 判 断 を 行 っ た 。 ま た 、 指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 や モ ニ タ リ ン グ が

適 正 に 行 わ れ て い る か に つ い て も 監 査 し た 。  

 

７  財 政 援 助 団 体 （ 一 般 社 団 法 人 大 牟 田 観 光 協 会 ） の 概 要  

一 般 社 団 法 人 大 牟 田 観 光 協 会 （ 以 下 「 観 光 協 会 」 と い う 。 ） は 、 大 牟

田 市 及 び そ の 周 辺 地 域 と の 緊 密 な 連 携 の も と 、 観 光 に 関 す る 事 業 及 び 地

場 産 業 の 振 興 並 び に 促 進 を 図 り 、 地 域 経 済 の 発 展 及 び 地 域 文 化 の 向 上 へ

の 寄 与 を 目 的 と す る 団 体 で あ る 。  

ま た 、 観 光 協 会 は 、 本 市 の 観 光 及 び 物 産 の 振 興 に 資 す る た め 市 が 設 置

し て い る 大 牟 田 観 光 物 産 館 （ 大 牟 田 観 光 プ ラ ザ 及 び 新 大 牟 田 駅 観 光 プ ラ

ザ ） の 指 定 管 理 者 と し て 、 大 牟 田 観 光 プ ラ ザ は 平 成 1 8 年 度 か ら 、 新 大

牟 田 駅 観 光 プ ラ ザ は 平 成 25 年 ３ 月 か ら 管 理 運 営 を 行 っ て い る 。  

な お 、 令 和 ２ 年 度 か ら 令 和 ６ 年 度 ま で の 大 牟 田 観 光 物 産 館 の 指 定 管 理

者 に つ い て は 、 令 和 元 年 度 に 公 募 に よ る 選 定 の 結 果 、 観 光 協 会 が 指 定 管

理 者 候 補 者 と し て 選 定 さ れ 、12 月 議 会 で の 議 決 に よ り 引 続 き 指 定 管 理 者

に 指 定 さ れ た 。  

 

８  財 政 援 助 の 内 容  

①  観 光 振 興 等 支 援 補 助 金 （ 観 光 振 興 事 業 費 補 助 金 ）  

本 市 の 観 光 振 興 の た め に 観 光 協 会 が 行 う 事 業 及 び 各 種 研 修 調 査 並 び

に 観 光 協 会 の 運 営 に 要 す る 経 費 に 係 る 補 助 金 で 、大 牟 田 市 観 光 振 興 等 支

援 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 づ き 、 令 和 元 年 度 は 、 観 光 振 興 事 業 、 広 報 ･宣 伝

事 業 、調 査・研 究 事 業 等 に 係 る 経 費 に つ い て 4,5 05,0 00 円 を 概 算 払 で 交

付 し て い る 。  

 

②  大 牟 田 観 光 プ ラ ザ・新 大 牟 田 駅 観 光 プ ラ ザ 指 定 管 理 料（ 観 光 物 産 館 管

理 費 ）  
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大 牟 田 観 光 物 産 館（ 大 牟 田 観 光 プ ラ ザ 及 び 新 大 牟 田 駅 観 光 プ ラ ザ ）は 、

本 市 及 び 近 郊 の 観 光 案 内 、観 光 、物 産 及 び 催 し 等 に 関 す る 情 報 の 提 供 を

行 う と と も に 、観 光 の 振 興 等 に 係 る 研 修 及 び 交 流 の 場 を 提 供 し 、本 市 の

観 光 及 び 物 産 の 振 興 に 資 す る た め に 市 が 設 置 し 、管 理 運 営 に 指 定 管 理 制

度 を 導 入 し て い る 。  

こ れ ら の 管 理 運 営 に 係 る 指 定 管 理 料（ 観 光 物 産 管 理 費 ）に つ い て 、市

は 、 平 成 2 7 年 度 か ら 令 和 元 年 度 の ５ か 年 度 分 の 63,5 00, 000 円 （ 年 額

12,70 0,0 00 円 ） の 債 務 負 担 行 為 を 設 定 し 、 令 和 元 年 度 は 、 年 額

12,70 0,0 00 円 と 消 費 税 率 改 定 分 と し て 別 途 債 務 負 担 行 為 を 設 定 し た

118,0 00 円 を 合 算 し た 12,8 18, 000 円 を 支 出 し て い る 。  

 

９  監 査 の 結 果 

上 記 「 ８  財 政 援 助 の 内 容 」 の ① の 補 助 金 及 び ② の 指 定 管 理 料 に つ い

て 、 担 当 部 局 及 び 財 政 援 助 団 体 か ら 提 出 さ れ た 関 係 書 類 等 を 照 合 検 査 す

る な ど 、 「 ６  監 査 の 方 法 」 の 通 り 監 査 を 実 施 し た 。  

監 査 の 結 果 、 一 部 に お い て 個 別 指 摘 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 必 要 な 措

置 を 講 じ ら れ た い 。  

な お 、 個 別 指 摘 事 項 に 対 す る 措 置 が 講 じ ら れ た 場 合 は 、 そ の 通 知 を 求

め る も の で あ る （ 地 方 自 治 法 第 1 99 条 第 14 項 ）。  

監 査 結 果 の 概 要 及 び 個 別 指 摘 事 項 は 、 次 の と お り で あ る 。  

 

（ １ ）大 牟 田 市 観 光 振 興 等 支 援 補 助 金（ 観 光 振 興 事 業 費 補 助 金 ）(以 下「 市

補 助 金 」 と い う 。 )に つ い て  

① 市 補 助 金 の 交 付 等 に 係 る 処 理 に つ い て  

市 補 助 金 の 交 付 等 に 係 る 一 連 の 処 理 に つ い て は 、 大 牟 田 市 観 光 振 興 等

支 援 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 づ き 、 交 付 申 請 、 交 付 決 定 通 知 、 概 算 払 請 求 、

概 算 払 、 実 績 報 告 が な さ れ て い た 。 交 付 申 請 に つ い て は 、 事 業 実 施 期 間

が 平 成 31 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ２ 年 ３ 月 31 日 で あ る に も か か わ ら ず 、 令

和 元 年 ６ 月 ３ 日 に 提 出 が さ れ て い た 。 補 助 金 額 4,5 05, 0 00 円 は ９ 月 に 概

算 払 さ れ 、実 績 報 告 書 は 令 和 ２ 年 ３ 月 3 1 日 付 で 提 出 さ れ て い た が 、交 付

要 綱 で は 補 助 対 象 経 費 を 規 定 し て お ら ず 、 補 助 金 額 の 使 途 の 適 否 は 確 認

で き な か っ た 。  

 

② 事 務 処 理 に 係 る 規 程 等  

事 務 処 理 に 係 る 規 程 等 に つ い て 、 就 業 規 則 、 育 児 ・ 介 護 休 業 規 程 、 退

職 金 規 程 は あ る が 、 旅 費 交 通 費 に 係 る 規 程 等 や 出 張 命 令 等 の 書 類 、 会 計

に 係 る 規 程 や 支 出 決 定 の 書 類 が な い た め 、 経 費 執 行 決 定 及 び 金 額 算 定 の

根 拠 等 が 不 明 で あ っ た 。平 成 21 年 度 財 政 援 助 団 体 等 監 査 に お い て 、対 象



 4 

経 費 を 明 確 に す る た め の 各 種 事 務 処 理 の 根 拠 と な る 規 程 等 の 整 備 を 図 る

よ う 観 光 協 会 に 対 し 指 導 を 行 っ て い た が 、 整 備 は な さ れ て い な か っ た 。  

 

③ 会 計 処 理 に つ い て  

観 光 協 会 の 経 理 に つ い て 、 収 入 は 市 補 助 金 の 他 に 会 費 、 事 業 収 入 、 販

売 売 上 高 、 行 事 収 入 、 支 出 は 事 業 費 、 管 理 費 の 構 成 と な っ て お り 、 市 補

助 金 は 管 理 費 の 一 部 に 充 て ら れ て い た 。 管 理 費 の 支 出 に つ い て は 、 ど の

収 入 を 充 て て い る か 明 確 な 区 分 分 け が な さ れ て お ら ず 、 預 金 通 帳 も 指 定

管 理 料 や 会 費 な ど 複 数 の 経 費 が 混 在 し て い た 。  

 

④ 収 支 報 告 書 （ 決 算 書 ） に つ い て  

市 補 助 金 額 4 ,50 5,0 00 円 は 、 ５ つ の 事 業 費 及 び 各 事 業 の 人 件 費 に 支 出

さ れ て い た 。 人 件 費 は 、 市 補 助 金 、 指 定 管 理 料 、 そ の 他 の 収 入 な ど 複 数

の 収 入 か ら 支 出 さ れ て い る と 考 え ら れ 、 総 額 は 給 与 明 細 一 覧 表 な ど で 確

認 で き た が 、ど の 収 入 を 充 て て い る か 明 確 な 区 分 分 け が な さ れ て お ら ず 、

市 補 助 金 に 係 る 人 件 費 の 算 入 金 額 及 び 内 容 等 の 確 認 を す る こ と が で き な

か っ た 。  

実 績 報 告 書 の 収 支 報 告 に つ い て は 、 事 業 費 の 算 入 誤 り 、 区 分 誤 り 、 勘

定 科 目 仕 訳 誤 り が あ り 、 各 事 業 の 出 金 実 績 額 が 誤 っ て い た 。 ま た 、 総 会

議 案 の 勘 定 科 目 決 算 額 と 合 致 し て い な か っ た 。  

 

（ ２ ） 大 牟 田 観 光 プ ラ ザ ・ 新 大 牟 田 駅 観 光 プ ラ ザ 指 定 管 理 料 （ 観 光 物 産 館 管

理 費 ） に つ い て  

① 指 定 管 理 に 係 る 協 定 等 の 締 結 及 び 指 定 管 理 料 に つ い て  

指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 に つ い て 、 担 当 部 局 で は 指 定 管 理 者 選 定

時 の 候 補 者 決 定 や 募 集 要 項 、 仕 様 書 、 選 定 基 準 作 成 の 決 裁 を 取 っ て い な

か っ た り 、 指 定 申 請 書 や 申 請 要 件 で あ る 現 地 説 明 会 参 加 申 込 書 の 収 受 等

の 文 書 処 理 を し て い な か っ た 。  

指 定 管 理 料 は 、 人 件 費 、 施 設 管 理 費 等 の 支 出 と 手 数 料 、 自 動 販 売 機 等

の 収 入 を 算 出 し 、 支 出 か ら 収 入 を 差 引 い た 額 で 適 正 に 算 定 さ れ 、 基 本 協

定 書 に つ い て は 、議 会 の 議 決 後 、予 算 の 範 囲 内 で 適 正 に 締 結 さ れ て い た 。  

し か し 、 指 定 管 理 料 の 交 付 に つ い て 、 大 牟 田 観 光 物 産 館 管 理 業 務 仕 様

書 （ 以 下 「 仕 様 書 」 と い う 。 ） で は 、 市 は 、 指 定 管 理 者 に 半 年 ご と に 支

払 う と し て い る が 、 ４ 月 2 6 日 に 年 額 12,81 8,0 00 円 を 一 括 し て 前 金 払 い

で 支 払 っ て い た 。 観 光 協 会 は 、 市 か ら 観 光 協 会 の 口 座 に 振 込 ま れ た １ 年

分 の 指 定 管 理 料 を 、 一 括 で は な く ６ 月 1 3 日 と 10 月 ８ 日 の ２ 回 に 分 け て

大 牟 田 観 光 プ ラ ザ 及 び 新 大 牟 田 駅 観 光 プ ラ ザ の 各 口 座 に 振 込 ん で い た 。  
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② 協 定 書 等 に 基 づ く 管 理 に つ い て  

協 定 書 に 基 づ く 管 理 に お い て 、 建 設 設 備 点 検 、 消 防 設 備 点 検 、 自 動 ド

ア の 点 検 、新 大 牟 田 駅 観 光 プ ラ ザ の 浄 化 槽 設 備 点 検 の 結 果 や 、避 難 訓 練 、

清 掃 業 務 の 実 施 状 況 の 報 告 が な さ れ て い な か っ た 。 避 難 訓 練 に つ い て は

年 ２ 回 行 う こ と と し て い る が 、大 牟 田 観 光 プ ラ ザ で の 実 施 は １ 回 だ っ た 。 

事 業 に つ い て は 、 事 業 計 画 に お け る イ ベ ン ト で 未 実 施 の も の が あ る が

月 例 報 告 書 や 月 １ 回 の 市 と の ミ ー テ ィ ン グ の 議 事 録 に は そ の 旨 の 記 載 は

な か っ た 。  

月 例 報 告 書 に つ い て は 、翌 月 10 日 ま で に 提 出 と し て い る が 、新 大 牟 田

駅 観 光 プ ラ ザ で は 、 10 日 以 降 に 提 出 さ れ て い る 月 が 見 ら れ た 。  

仕 様 書 に お い て 、指 定 管 理 に 係 る 備 品 は 、使 用 簿 及 び 管 理 簿 を 作 成 し 、

適 正 な 管 理 を 求 め て い る が 、 使 用 簿 は 作 成 さ れ て お ら ず 、 管 理 簿 は 品 名

だ け で 、 購 入 日 や 金 額 等 が 未 記 載 の 上 、 指 定 管 理 料 以 外 の 経 費 で 購 入 し

た 備 品 が 混 在 し て 記 載 さ れ て い た 。  

自 動 販 売 機 に つ い て 、 仕 様 書 で 規 定 し て い る 設 置 及 び 撤 去 に 係 る 市 の

承 認 が な さ れ て い な か っ た 。 ま た 、 自 動 販 売 機 の 売 上 収 入 は 指 定 管 理 者

の 収 入 と な り 、 収 支 予 算 ・ 決 算 項 目 に 計 上 す る と し て い る が 、 大 牟 田 観

光 プ ラ ザ に 設 置 し て い る １ 台 の 売 上 収 入 が 収 支 報 告 に 計 上 さ れ て い な か

っ た 。  

 

③ 会 計 経 理 に つ い て  

大 牟 田 観 光 物 産 館 の 会 計 経 理 に つ い て 、 仕 様 書 に お い て 、 他 の も の と

独 立 し た 指 定 管 理 者 の 経 理 規 程 を 設 け る と と も に 独 立 し た 口 座 で 管 理

す る こ と と し て い る が 、 経 理 規 程 は 設 け ら れ て い な か っ た 。  

収 入 は 指 定 管 理 料 と 販 売 ・ 事 業 売 上 高 、 支 出 は 事 業 費 の 構 成 と な っ て

お り 、 事 業 費 の 支 出 に つ い て は 、 ど の 収 入 を 充 て て い る か 明 確 な 区 分 分

け が な さ れ て い な か っ た 。  

預 金 通 帳 に つ い て は 、 大 牟 田 観 光 プ ラ ザ 、 新 大 牟 田 駅 観 光 プ ラ ザ の 各

通 帳 が 作 ら れ て い た が 、指 定 管 理 者 の 事 業 計 画 に は な い 事 業 の 経 費 が 混

在 し て い た 。  

 

④ 収 支 報 告 書 （ 決 算 書 ） に つ い て  

実 績 報 告 書 の 収 支 報 告 に つ い て は 、 事 業 費 の 算 入 月 誤 り に よ り 出 金 実

績 額 が 誤 っ て お り 、 総 会 議 案 の 勘 定 科 目 決 算 額 と 合 致 し て い な か っ た 。

ま た 、指 定 管 理 者 全 体 の 収 支 差 額 を 観 光 協 会 の 一 般 会 計 に 繰 り 出 す 予 定

と さ れ 、こ れ に は 指 定 管 理 料 に 係 る 事 業 で 未 実 施 に よ る 経 費 執 行 未 済 分

も 含 ま れ て い た 。  
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⑤ モ ニ タ リ ン グ に つ い て  

モ ニ タ リ ン グ の 実 施 状 況 に つ い て は 、 月 例 報 告 書 を も と に 、 指 定 管 理

者 と 市 と の ミ ー テ ィ ン グ を 毎 月 実 施 し て い る ほ か 、 年 に １ 回 指 定 管 理 者

へ の ヒ ア リ ン グ 及 び 立 入 調 査 等 を 行 い 、 指 定 管 理 者 管 理 運 営 評 価 シ ー ト

を 作 成 し て お り 、 一 部 未 評 価 の 項 目 を 除 き 、 概 ね 適 正 に 評 価 を 行 っ て い

た 。 仕 様 書 で 翌 年 度 ５ 月 10 日 ま で に 提 出 と し て い る 事 業 報 告 書 内 容 の

収 支 状 況 は 未 評 価 だ っ た 。  

 

（ ３ ） 個 別 指 摘 事 項  

【 産 業 経 済 部 観 光 お も て な し 課 】  

１  事 務 処 理 に 係 る 規 程 等 及 び 補 助 金 交 付 要 綱 の 適 正 な 整 備 に つ い て  

財 政 援 助 団 体 に お い て は 、 対 象 経 費 を 明 確 に す る た め の 各 種 事 務 処 理

の 根 拠 と な る 規 程 等 に つ い て 、平 成 2 1 年 度 財 政 援 助 団 体 等 監 査 で 整 備 を

図 る よ う 指 導 を 行 っ て い た が 、 今 回 の 監 査 で も 整 備 さ れ て お ら ず 、 不 明

確 な 経 費 区 分 、 経 費 執 行 の 根 拠 不 明 、 支 出 証 拠 書 類 の 不 足 な ど 適 正 な 会

計 処 理 が な さ れ て い な か っ た 。  

こ れ ら 規 程 等 を 速 や か に 整 備 し 、 規 程 等 に 沿 っ た 明 確 で 適 正 な 会 計 処

理 を 行 う よ う 、 担 当 部 局 は 財 政 援 助 団 体 に 対 し 強 く 指 導 さ れ た い 。  

ま た 、 当 該 市 補 助 金 に 係 る 交 付 要 綱 は 、 対 象 経 費 に つ い て の 規 定 が な

い た め に 、 財 政 援 助 団 体 の 支 出 等 が 不 明 確 な 状 況 で あ っ た 。 明 確 な 目 的

か つ 公 益 上 の 必 要 性 に お い て 補 助 金 は 公 金 か ら 支 出 さ れ る も の で あ る こ

と を 認 識 し た 上 で 、 担 当 部 局 は 交 付 要 綱 の 適 正 な 整 備 を 図 ら れ た い 。  

 

２  財 政 援 助 団 体 へ の 助 言 ・ 指 導 に つ い て  

財 政 援 助 団 体 に お い て は 、 担 当 部 局 に 提 出 し た 収 支 報 告 書 （ 決 算 書 ）

の 金 額 に 誤 り が 見 ら れ た ほ か 、指 定 管 理 業 務 に つ い て は 、事 業 の 未 実 施 、

設 備 点 検 の 結 果 や 清 掃 業 務 等 の 実 施 状 況 の 未 報 告 な ど 、 基 本 協 定 書 等 に

沿 っ た 適 正 な 管 理 が 実 施 さ れ て い な か っ た 。  

担 当 部 局 に お い て は 、 財 政 援 助 等 に 係 る 補 助 金 及 び 指 定 管 理 料 の 出 納

そ の 他 の 事 務 の 執 行 が 目 的 に 沿 っ て 適 正 に 行 わ れ て い る か 、 報 告 さ れ た

決 算 額 に 誤 り は な い か な ど を 、 報 告 書 や ミ ー テ ィ ン グ 等 で 確 実 に 確 認 す

る と と も に 、 改 善 す べ き 事 項 に つ い て は 、 適 切 な 助 言 ・ 指 導 を 行 わ れ た

い 。  


